
自動離脱装置（浮揚型曲軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置用）の型式承認試験基準 

〔１〕総  則 

  船舶救命設備規則（昭和４０年運輸省令第３６号）第４０条の３に規定される浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に用いる自動離脱装置の型式

承認試験の方法及び判定基準は、次に定めるところによる｡ 

〔２〕試験方法及び判定基準 

  試験方法及び判定基準については次表による｡ 

Ⅰ 一般 

試   験   方   法 判   定   基   準 備    考 

１  

 

１ 

外観及び構造検査 

 

 機器の外観、構造、材料等を仕様書及び図面と照合しなが

ら確認する｡ 

１  

 

１ 

 

 

１）仕様書どおりであること｡ 

２）外部電源及びデータ入力部の電気的結合部の離脱は速

やかに行われるよう措置がされていること｡ 

３）耐氷のための措置が施されていること｡ 

４）波浪により誤動作することのないように措置されてい

ること｡ 

５）海水、油に侵されず、太陽に長い間さらされていても

影響を受けない材料で構成されていること｡ 

 

 

 電気的結合部を

有しない機器につ

いては適用しない｡ 

 結氷の恐れのな

い海域のみを航行

する船舶に搭載さ

れる予定の機器に

ついては適用しな

い｡ 

２  

 

１ 

寸法及び重量計測検査 

 

 供試品の寸法及び重量を計測する｡ 

２  

 

１ 

 

 

仕様書及び図面どおりであること｡ 

 



３  

 

１ 

表示の確認検査 

 

 機器の外部に表示されている事項を確認する｡ 

３  

 

１ 

 

 

１）以下の情報が通常設置される場所で、はっきりと外部

に表示されるか、または、表示し得るようになってい

ること｡ 

 -１ 製造者名 

 -２ 機器の型式 

 -３ 製造番号及び操作方法 

 -４ 手動離脱の操作方法 

２）表示は、水に濡れたりこすれても容易に消えないこと｡ 

 

Ⅱ 性能試験 

試   験   方   法 判   定   基   準 備    考 

１  

 

１ 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

離脱試験 

 

 供試品に浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識

装置を取付け、手動で離脱させる｡ 

 

 供試品に極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を

取付け、これを沈めることができる十分な重さのある架台に

水平に取付ける｡試験は適当な水深のところで行うものと

し､この架台を次に掲げる傾斜で水中に降下する｡ 

１）水平 

２）４５°傾斜、次に１００°傾斜（いずれの場合も水圧離

１  

 

１ 

 

 

２ 

 

 

離脱すること｡ 

 

 

試験の各条件において自動離脱装置は、４m 未満の水深に

おいて浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置

を離脱させること｡ 

本試験は環境試験

の後に行うこと｡ 



脱装置を上側に保った姿勢とする｡） 

３）４５°傾斜、次に１００°傾斜(いずれの場合も水圧離

脱装置を下側に保った姿勢とする｡) 

４）垂直 

２  

 

１ 

開放検査 

 

 １項の試験終了後、検査のために分解する｡ 

２  

 

１ 

 

 

明らかな発錆又は劣化の徴候がないこと｡ 

 

３  

 

 

１ 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

３ 

 

ダイヤフラムの試験(センサにダイヤフラムを用いるものに

適用する｡) 

 

耐寒性試験 

  試験体数   膜２枚 

  温度     －３０℃以下 

  暴露試験   ３０分以上 

  屈曲性試験  内外両面につき１８０°折り曲げ 

 

耐熱性試験 

  試験体数   膜２枚 

  温度     ＋６５℃以上 

  暴露試験   ７日間 

 

表面の耐油性試験 

  試験体数   膜２枚 

３  

 

 

１ 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

試験の結果、ダイヤフラムには、割れ等の異常が生じない

こと｡ 

 

 

 

 

試験の結果、ダイヤフラムには、割れ等の異常が生じない

こと｡ 

 

 

 

試験の結果、ダイヤフラムの外観上、劣化が見られないこ

と｡ 

センサにダイヤフ

ラム以外のものを

用いる場合には、こ

の基準と同等の試

験を行うこと｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の油を使用する

ことができる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

５ 

  試験温度   －１８℃～＋２０℃ 

  油のタイプ  香油で次の要件のもの 

         アニリン点：１２０℃±５℃ 

         引火点  ：２４０℃以上 

         粘度   ：９９.０℃において 10～２

５cSt 

  試験時間   各面 3 時間 

 

耐海水性試験 

 2 枚の膜を 7 日間 5％以上の塩化ナトリウム溶液に浸漬す 

る｡ 

  試験温度   －１８℃～＋２０℃ 

 

耐洗剤性試験 

 船舶で一般に使用されている洗剤の 1％以上の水溶液に 7 

日間浸漬する｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験の結果、ダイヤフラムの外観上、劣化が見られないこ

と｡ 

 

 

 

試験の結果、ダイヤフラムを屈曲した時、割れ等の異常を

生じないこと｡ 

ASTM 油 No.１ 

ASTM 油 No.５ 

ISO 油 No.１ 

４  

 

１ 

試験機器の確認試験 

 

 供試品の試験機能により自動離脱を確認する. 

４  

 

１ 

 

 

試験機能により容易に自動離脱を確認できること. 

 

Ⅲ 環境試験 

試   験   方   法 判   定   基   準 備    考 

１  

 

振動試験 

 

１  

 

 

 

 

 



１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 供試品を振動試験機に取付け作動状態とし､振動数 0～

750 回／分(全振幅 3.2mm)、振動数 750～1500 回／分(全振

幅 0.76mm)及び振動数 1500～3000 回／分(全振幅 0.2mm)

の振動をそれぞれ上下、左右及び前号方向に各 15 分間(スイ

ープレートは 1 オクターブ／分以下とする)加えた後（ただ

し、振動数 750～3000 回／分では、加速度一定(10m／S2)

の振動を上下、左右及び前後方向に各 30 分間加える試験と

してよい.）、Ⅱ.1.1、Ⅱ.4 に規定する試験を行う。 

 

 

 

 

1.1 項の試験で共振が認められた時は、対策を講じて再び振

動試験を行うか、又は、共振のあった振動数(全振幅又は加

速度は、1.1 項と同じ)、振動方向での振動を 2 時間加えた後、

1.1 項と同じ性能試験を行う。 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

１）振動中に浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標

識装置が離脱しないこと。 

２）Ⅱ.1.1、Ⅱ.4 の判定基準を満足すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）動中に浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識

装置が離脱しないこと。 

２）Ⅱ.1.1、Ⅱ.4 の判定基準を満足すること。 

最低振動数は試験

機の最低振動数で

行ってもよい。 

試験は通常の取付

け状態に近い状態

で行う。 

実際に取付けられ

る浮揚型極軌道衛

星利用非常用位置

指示無線標識装置

で試験を行う。 

 

試験すべき共振点

の判断については、

試験立会者と製造

者の協議による。 

２  

 

１ 

高温試験 

 

 供試品を常温･常湿の恒温槽の中に設置し、恒温槽を 65℃

±3℃とし､当該温度で 10 時間以上保持した後、恒温槽を

55℃±2℃とし､当該温度で 2 時間以上保持する。その後直

ちに、Ⅱ.1.1、Ⅱ.4 に規定する試験を行う。 

２  

 

１ 

 

 

Ⅱ.1.1、Ⅱ.4 の判定基準を満足すること。 

 

３  湿度試験 ３    



 

１ 

 

 供試品を常温･常湿の恒温槽の中に設置し、恒温槽を 40℃

±3℃、相対湿度 93％±2％とし､当該環境で 10 時間以上保

持する。その後直ちに、Ⅱ.1.1、Ⅱ.4 に規定する試験を行う。 

 

１ 

 

Ⅱ.1.1、Ⅱ.4 の判定基準を満足すること。 

４  

 

１ 

低温試験 

 

 供試品を常温･常湿の恒温槽の中に設置し、恒温槽を－

30℃±3℃とし､当該温度で 10 時間以上保持した後、恒温槽

を－20℃±2℃とし､当該温度で 2 時間以上保持する。その

後直ちに、Ⅱ.1.1、Ⅱ.4 に規定する試験を行う。 

４  

 

１ 

 

 

Ⅱ.1.1、Ⅱ.4 の判定基準を満足すること。 

 

５  

 

１ 

塩水噴霧試験 

 

 供試品を、質量濃度 5％±2％の塩水(温度 35℃)を 8 時間

連続噴霧した後、16 時間常温の環境下に放置する。このサ

イクルを 3 回繰り返した後、Ⅱ.1.1、Ⅱ.4 に規定する試験を

行う。 

５  

 

１ 

 

 

１）機能を阻害する発錆がないこと。 

２）Ⅱ.1.1、Ⅱ.4 の判定基準を満足すること。 

 

 

 


